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本ワーキンググループにおける検討事項（案）
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（ＷＧの目的）

 認定対象への追加の是非を検討するにあたり、以下の手順で議論を進める。

① 情報銀行において取り扱うことが適当なデータの範囲

② 当該データを取り扱うに当たり追加的に必要となるルール（要件）

（議論の進め方）

 「情報信託機能の認定に関する指針ver1.0」では、健康・医療データを含む要配慮個人情報につい

ては認定の対象外とし、その扱いについて継続して慎重に議論していくこととされた。

 本WGでは、指針の見直しに向けて、情報銀行の仕組みにおける健康・医療データの適切な取扱い

について重点的に検討を行う。



検討にあたって考慮すべき事項（案）
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（健康・医療分野での情報銀行のユースケース）

・情報銀行のユースケースとはどのようなものか。個人の利益とは何か。

・医療情報が、個人の利益に資するとはいえないサービスに利用される恐れはないか。

・地域医療情報連携ネットワークや地域包括ケアシステムなどとの関係。

（個人/情報銀行による医療情報の理解）

・個人/情報銀行は、医療情報の中身や、その提供により生じうる影響について理解できるのか。

・本人が十分に理解できなければ、個人情報に対する「本人のコントロール」が確保できているといえない
のではないか。

・医療情報の中には、外部の者が見ることを前提に作られていない情報もあるのではないか。

（情報銀行で取り扱うデータ）

・医療情報の中でも、不適切な取扱いがされたときの個人への不利益が特に大きいデータとそうでないも
のがあるのではないか。

・医療情報には、医療従事者に関する個人情報が含まれている場合もあるのではないか。

（その他）

・次世代医療基盤法の認定事業者との関係の整理が必要ではないか。








